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○ 取扱い 

1 単純疱疹に対する次の抗ウイルス薬の併用投与は、原則として認めら

れる。 

 ⑴ ビダラビン（アラセナ-A 軟膏等）【外用薬】とアシクロビル（ゾビ

ラックス錠等）【内服薬】 

 ⑵ ビダラビン（アラセナ-A 軟膏等）【外用薬】とアシクロビル（ゾビ

ラックス点滴静注用）【注射薬】 

2 単純疱疹に対する次の抗ウイルス薬の併用投与は、原則として認めら

れない。 

 ⑴ アシクロビル（ゾビラックス錠等）【内服薬】とアシクロビル（ゾビ

ラックス点滴静注用等）【注射薬】 

 ⑵ アシクロビル（ゾビラックス錠等）【内服薬】とビダラビン（アラセ

ナ-A 点滴静注用）【注射薬】 

 

○ 取扱いの根拠 

 単純疱疹に対する抗ウイルス薬の治療は、内服薬による全身投与が基本

であり、軽症例に外用薬、重症例に注射薬を投与するが、重症度や治療効

果に応じて、内服薬、外用薬、注射薬を組み合わせた併用投与を実施する

場合がある。 

 一方、内服薬と注射薬の併用は、強力な治療が必要な場合や内服薬のみ

の投与では効果を期待できない場合に限られ、薬効薬理が同様の医薬品の

場合の併用投与は過剰と考えられる。 

 以上のことから、単純疱疹に対する上記 1 の抗ウイルス薬の併用投与は

原則として認められるが、上記 2 の抗ウイルス薬の併用投与は原則として

認められないと判断した。 

 


